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かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順等について 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、かかりつけ医機能報告制度における G-MISでの入力については、令和

８年２月 24日付け日医発第 1885号 F（総医）「かかりつけ医機能報告制度にお

ける G-MISでの入力について」でお知らせしている通りです。 

 

今般、厚生労働省から都道府県衛生主管部（局）等に対し、「かかりつけ医機

能報告における院内掲示について」の事務連絡がなされ、あわせて「かかりつ

け医機能報告後に一部修正を行う場合の手順に関する説明資料」が配布されま

した。 

本事務連絡は、各都道府県に既に報告済の医療機関の中には、報告を行う時

点において院内掲示をしていなければ「有り」と報告することができないと誤

認し、「無し」と報告した医療機関が多く含まれていると推察されるところであ

ることから、医療機関等へ確実な周知を行っていただくとともに、誤認の下で

報告を行った医療機関に対しては、当該報告内容の修正を促していただく等、

その運用に遺漏なきよう求めるものであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知頂くとともに、貴

会管下郡市区等医師会、医療機関に対しご周知頂き、１号機能「無し」と報告

されている場合、「有り」と変更報告を行うよう、報告内容の修正を促して頂き

ますよう重ねてご依頼申し上げます。 
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かかりつけ医機能報告における院内掲示について 

（依頼） 

 

 日頃より、医療行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本年１月より、医療法（昭和 23年法律第 205号。以下、「法」という。）の規

定に基づき、かかりつけ医機能報告（法第 30 条の 18 の４第 1 項の規定に基づ

いて行われる報告をいう。）の運用が開始されていますが、法第 30条の 18の４

第１項第１号に定める機能（以下、「１号機能」という。）に係る報告事項であ

る「院内掲示による公表の有無」を「無し」と報告することにより、１号機能

の有無が「無し」となる医療機関が多く確認されているところです。 

そこで、先般、医療機関等情報支援システム（以下、「Ｇ－ＭＩＳ」という。）

で報告を行った上で当該報告内容が記載された帳票をＧ－ＭＩＳから印刷し、

遅滞なく院内掲示する場合には、「院内掲示による公表の有無」を「有り」と

報告して差し支えない旨、各都道府県担当者あてご連絡させていただいたとこ

ろです。 

しかしながら、こうした報告にあたっての考え方等の周知が必ずしも十分で

はないことが原因で、各都道府県に既に報告済の医療機関の中には、報告を行

う時点において院内掲示をしていなければ「有り」と報告することができない

と誤認し、「無し」と報告した医療機関が多く含まれていると推察されるとこ

ろです。 

つきましては、貴部局におかれては、上記の考え方について、管内の医療機

関等へ確実な周知を行っていただくとともに、誤認の下で報告を行った医療機

関に対しては、当該報告内容の修正を促していただく等、その運用に遺漏なき

ようお願いいたします。 

 



かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

1

⚫ かかりつけ医機能報告を行った後に、「院内掲示による公表」を修正する際の手順について以下説明します。都道府県における確
認状況（確認完了前か確認完了後か）で修正手順が異なります。

⚫ No.1でG-MISで都道府県における確認状況を確認の上、都道府県の確認完了前であればNo.2、確認完了後であればNo.3
の手順で修正をお願いいたします。

2. 都道府県等の確認完了前の場合
    （G-MISの報告状況が「報告済」または「再報告済」）
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3. 都道府県等の確認完了後の場合
（G-MISの報告状況が「確認完了済」）
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「定期報告」または「変更報告」のいずれかのボタンを押下できる状態
（活性化）になっています。そちらのボタンをクリックしてください。



かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

2

今後のスケジュール（想定）

都道府県の確認状況に応じた修正手順（概要）

G-MIS上の表示 修正手順 報告状況の補足説明

報告済
「定期報告」または「変更報告」ボタンをクリックし、「引き
戻し」ボタンをクリックします。引き戻しを行うと報告状況
が「報告中」に更新されますので、報告内容の修正を行
います。

医療機関において報告が完了しており、かつ、都道府
県側で確認中の状態。

再報告済
医療機関において報告が完了した後、都道府県からの
修正依頼（差戻し）あり、医療機関において再報告
が完了しており、かつ、都道府県側で確認中の状態。

2. 都道府県の確認完了前の場合

G-MIS上の表示 修正手順 報告状況の補足説明

確認完了済

「変更報告」ボタンをクリックし、報告内容の修正を行い
ます。

医療機関において報告が完了しており、かつ、都道府
県側での確認が完了している状態。

3. 都道府県の確認完了後の場合

都道府県等の確認前後で修正手順が異なりますので、都道府県の確認完了前であればNo.2、確認完了済
であればNo.3の手順で修正してください。



かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

3

① G-MISにログイン後、「かかりつけ医機能報告制
度」ボタンをクリックし、本制度のホーム画面に遷移
します。

ホーム画面

1

1. G-MISでの報告状況を確認する
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。まずは、各医療機関における

Ｇ－ＭＩＳ上での報告状況を確認します。



4

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

2

② 「定期報告」ボタンが活性化（青色）してい
る場合、「定期報告」ボタンをクリックします。
「定期報告」ボタンが非活性（灰色）で「変
更報告」が活性化（青色）している場合は
「変更報告」ボタンをクリックします。

かかりつけ医機能報告制度ホーム画面

定期報告の都道府県側の確認が完了している
場合、「変更報告」ボタンが活性化（青色）し
ます。かかりつけ医機能報告制度ホーム画面

2

1. G-MISでの報告状況を確認する
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。



5

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

③ 調査票入力画面（一覧画面）が
表示されます。報告状況は画面上
部の報告状況を参照します。

調査票入力画面（一覧画面）

3

1. G-MISでの報告状況を確認する
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。



2.都道府県の確認完了前の場合

（G-MIS上の報告状況が「報告済」または「再報告済」と
なっている場合）



かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

7

① G-MISにログイン後、「かかりつけ医機能報告制
度」ボタンをクリックし、本制度のホーム画面に遷移
します。

ホーム画面

1

2. 都道府県等の確認完了前の場合（G-MISの報告状況が「報告済」または「再報告済」）
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。



8

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

2

② 「定期報告」または「変更報告」ボタン
をクリックします。

③ 「OK」ボタンをクリックし、調査票入力
画面に遷移します。

※定期報告の場合の画面かかりつけ医機能報告制度ホーム画面

3

2. 都道府県等の確認完了前の場合（G-MISの報告状況が「報告済」または「再報告済」）
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。



9

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

調査票入力画面
④ 「引き戻し」ボタンをクリックすると、実行確認

画面が表示されます。

⑤ 「OK」ボタンをクリックし、報告を引き戻します。

5

※定期報告の場合の画面

補足

4

2. 都道府県等の確認完了前の場合（G-MISの報告状況が「報告済」または「再報告済」）
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。



10

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

⑥ 報告状況が「報告中」に更新されます。

⑦ (1)日常的な診療を総合的かつ継続
的に行う機能の「入力」ボタンをクリック
し、入力画面を表示します。

⑧ 赤枠内の報告内容を確認し、必要に
応じて修正を行います。

⑨ 「登録」ボタンをクリックします。

調査票入力画面 ※定期報告の場合の画面

6

7

8

9

2. 都道府県等の確認完了前の場合（G-MISの報告状況が「報告済」または「再報告済」）
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。



11

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

⑩ 全ての入力状況が「入力完了」に
なっていることを確認します。

⑩ 「報告」ボタンをクリックします。

⑪ 確認メッセージが表示されるため、
「OK」ボタンをクリックし、かかりつけ医
機能報告を行います。

9

調査票入力画面 ※定期報告の場合の画面

11

【注意】
「報告」ボタンをクリックしなければ入力内容が
都道府県に報告されません。「報告」ボタンの
押し忘れにご注意ください。

12

2. 都道府県等の確認完了前の場合（G-MISの報告状況が「報告済」または「再報告済」）
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。

10



3. 都道府県等の確認完了後の場合

（G-MISの報告状況が「確認完了済」となっている場合）



かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

13

① G-MISにログイン後、「かかりつけ医機能報告制
度」ボタンをクリックし、本制度のホーム画面に遷移
します。

ホーム画面

1

3. 都道府県等の確認完了後の場合（G-MISの報告状況が「確認完了済」）
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。



14

かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順について

かかりつけ医機能報告制度ホーム画面

2

② 「変更報告」ボタンをクリックすると、入
力開始確認画面が表示されます。

③ 「OK」ボタンをクリックし、調査票入力
画面に遷移します。

以降は通常の報告手順と同様です。
(1)日常的な診療を総合的かつ継続的
に行う機能の入力画面から修正を行いま
す。

3

3. 都道府県等の確認完了後の場合（G-MISの報告状況が「確認完了済」）
※本手順は周知済の【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル（G-MIS操作編）にも掲載している内容です。
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